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	 米軍基地の過重な負担に苦しむ沖縄県民有志と、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネット

ワーク・のりこえねっとは、東京メトロポリタンテレビの番組「女子ニュース」が、１月２日に放送した、

沖縄高江に建設が強行されている米軍海兵隊ヘリパッド反対運動についての報道内容に対して、きびしく

抗議するため、共同で声明を発表します。	

	 沖縄県高江に建設が強行されている米軍ヘリパッド基地に対する抗議運動について、同番組は、高江の

ヘリパッド建設問題の経緯や争点について触れることなく、「反対派は日当をもらっている」などと事実

を歪曲し、また、反対運動にかかわるのりこえネット共同代表の在日コリアン三世の女性に対して、「な

ぜ韓国人が反対運動に参加するのか」と人種差別にもとづく報道を行いました。	

	 このような報道内容は、放送法が第４条に定める「政治的に公平であること、事実をまげないこと、意

見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」という原則に著し

く違反するだけでなく、昨年成立したヘイトスピーチ対策法（人種等を理由とする差別の撤廃のための施

策の推進に関する法律）が規定する不当な差別的言動に当たるものであるといわざるをえません。また、

沖縄での反対運動やのりこえネットに対して取材の申し入れもせず、裏付けもとらない取材姿勢は、法以

前の取材モラルの基本すら満たしていない悪質低俗なものであるといわざるを得ません。	

	

	 のりこえねっとは、この番組に対して、１月５日に抗議声明を発表し、BPO（放送倫理番組向上機構）に

対する人権侵害の申し立てなどあらゆる対抗手段をとることを明らかにしました。また、同番組をみた多

くの視聴者が抗議の声をあげ、同テレビ局を取り囲む抗議行動も行われました。	

	 同番組に対する抗議の輪が大きな社会的拡がりをみせると、同番組は、１月１６日の番組で「様々なメ

ディアの沖縄基地問題をめぐる議論の一環として放送」したと１５秒間の釈明放送を一方的に行いました。

この釈明では、この番組は沖縄の基地問題をめぐる議論の一環であるという認識が示されています。しか

し、そうであるなら、沖縄の米軍基地問題全体のなかで高江ヘリパッド建設問題を捉え、また、それが沖

縄県民にとって負担の軽減になるのか、逆にさらなる重圧となるのかについても触れられなければ公平な

報道とはいえないはずです。そのような論点をすべて避け、もっぱら反対運動を歪曲中傷する番組が首都

東京のテレビ局から「沖縄基地問題をめぐる議論の一環」として放送されたということを、私たちはさら

なる驚きと憤りをもって受けとめました。	

	 このことは、とりもなおさず、この番組によって示された沖縄の基地問題についての認識が、	

首都東京、つまりこの国の中心の沖縄基地問題に対する認識、さらに、沖縄という存在に対する認識の在

り様を象徴的に露呈させているといわざるをえないからです。	

	 戦後、日米軍事同盟が沖縄に課してきた重圧と負担を無視しつづけ、日米同盟関係の負担を沖縄だけに

押し付け、恩恵はもっぱら中央政府と東京が享受する構造を甘受し、日本の防衛とは無関係な任務で駐留

する海兵隊が引き起こすさまざまな凶悪事件に対する沖縄県民の怒りを他人事として見過ごし、米軍基地

の存在が沖縄の経済発展にとってもはや障害要因でしかないにもかかわらず「基地経済の恩恵がなければ

沖縄は生きていけないから仕方がない」という誤った認識で沖縄の苦しみを合理化してきました。	

	

	 政権の中枢が宿る東京が沖縄に対して意識的無意識的に構築してきたこれら誤った認識、とりわけ首都

に偏在する放送局や新聞社等のメディアの沖縄認識の在り様を体現しているのが、今回の番組であると断

じざるをえません。	

	 そして、それらの誤った認識の背後に歴然と存在するのは、近世初期における薩摩の琉球侵略、さらに

近代初期における琉球処分によって歴史的に示されてきた沖縄に対する差別と民族的偏見です。	

	 のりこえねっとが、なぜ高江のヘリパッド建設問題にかかわるのかという理由も、そこに日本の沖縄に

対する民族差別と人権侵害をみるからにほかなりません。そして、沖縄県民がこの番組に憤りを感じる原

因も、そこにあります。	



	

	 今や東京メトロポリタンテレビ「女子ニュース」が露呈させた沖縄認識は、たんに高江ヘリパッド建設

問題にとどまらず、広く日本メディアに蔓延して消えることのない沖縄に対する人民族的偏見と差別意識

の根幹にかかわる問題として理解される必要があります。	

	 そして、そのような差別や偏見を解消するために、ただちに行動を開始する必要があることを広く社会

に訴えます。	

	

	 最後に、私たち、米軍基地の過重な負担に苦しむ沖縄県民の有志とのりこえねっとは、沖縄に対	

する差別と偏見を看過せず、根源的な変容を加えるために、ここに、共同して次のことを要求します。	

	 民間放送連盟は、その傘下にある東京メトロポリタンテレビジョンに対して、放送法第４条に違反し、

また、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律」が規定する不当な差別的言動

に当たる番組を放送したことを理由として除名処分を行うよう求めます。	

	

	 東京メトロポリタンテレビジョンは、公平な報道を実現するため、今回、女子ニュースによって誹謗中

傷を一方的に受けた高江ヘリポートに反対する住民とのりこえネットとが制作に参加する反論番組を制作

し、女子ニュースと同程度の時間枠で放送することを要求します。	
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